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�愛媛県告示第１４７４号
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７００条の６の４第１項の規

定に基づき、次のとおり特約業者の指定をした。

平成２０年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

指 定
年 月 日

サンセイ石油株式会社
代表取締役 山岡将人 今治市長沢甲１２５２番地１ 平成２０年

１０月１日
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�愛媛県告示第１４７５号
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７００条の６の４第３項の規

定に基づき、次のとおり特約業者の指定を取り消した。

平成２０年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

取 消
年 月 日

有限会社 三信石油店
代表取締役 安藤正浩 西条市丹原町今井２２４番地１ 平成２０年

８月３１日

�愛媛県告示第１４７６号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２０年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２０年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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告 示

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

野 中 卓 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４丁目５－５ 平成１６年

４月１日

山 下 広 高 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４丁目５－５ 平成１８年

４月１日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由・心臓・呼吸器機能
障害 内 科 西 条 中 央 病 院 上 谷 晃 由 西条市朔日市８０４ 平成

２０年１０月１日

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸
機能障害

内 科
社会福祉法人恩賜財
団済生会今治第二病
院

堀 池 典 生 今治市北日吉町１丁目７－４３ 〃

聴覚・平衡・音声・言語・そし
ゃく機能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 本 吉 和 美 東温市志津川 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 田 川 雅 彦 東温市志津川 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 愛 媛 労 災 病 院 國 司 善 彦 新居浜市南小松原町１３－２７ 〃

毎週（火・金）曜日発行 第２００７号 平成２０年１０月１４日
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�愛媛県告示第１４８０号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第６４条第１項の規定

に基づき、指定自立支援医療機関の所在地を変更した旨の届出があ

った。

平成２０年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４８１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２０年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

�愛媛県告示第１４７８号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２０年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７９号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２０年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

古 川 浩 次 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４丁目５－５ 平成１８年

１１月１日

後 出 一 郎 財団法人積善会附属十全総合
病院 新居浜市北新町１－５ 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４丁目５－５ 平成１９年

４月１日

� 月 秀 典 国民健康保険久万高原町立病
院

上浮穴郡久万高原町大字久万
６５ 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４丁目５－５ 〃

尾 木 伸 輔 社会福祉法人恩賜財団済生会
今治病院 今治市喜田村７丁目１－６ 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４丁目５－５ 平成２０年

４月１日

大 下 晃 社会福祉法人恩賜財団済生会
西条病院

西条市朔日市字榎ヶ坪２６９－
１ 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４丁目５－５ 平成２０年

４月１日

北 出 公 洋 愛 媛 県 立 南 宇 和 病 院 南宇和郡愛南町甲２４３３の１ 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４丁目５－５ 〃

矢 野 達 哉 西 条 中 央 病 院 西条市朔日市８０４ 宇 和 島 社 会 保 険 病 院 宇和島市賀古町２丁目１－３７ 〃

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 辞退年月日

ぼうこう又は直腸機能障害 泌 尿 器 科 社会福祉法人恩賜財
団済生会今治病院 西 尾 俊 治 今治市喜田村７丁目１－６ 平成

１９年４月３０日

心臓・じん臓・呼吸器機能障害 内 科 愛媛県立新居浜病院 赤 松 明 新居浜市本郷３丁目１－１ 平成
２０年８月２９日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 愛 媛 労 災 病 院 砂 金 光 藏 新居浜市南小松原町１３－２７ 平成
２０年９月１０日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 愛 媛 労 災 病 院 井 上 裕 文 新居浜市南小松原町１３－２７ 平成
２０年９月１０日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

ファミリー薬局土居店 四国中央市土居町蕪崎３０３－３ 有限会社ファミリー薬局 平成２０年
１０月１日

コスモス薬局山田井店 四国中央市金生町山田井乙１７－４ 有限会社ネオファルマー 平成２０年
１０月１日

彩生薬局 伊予郡砥部町麻生５－４ 有限会社彩生薬局 平成２０年
１０月１日

名 称
所 在 地 変 更

年月日変 更 前 変 更 後

しまなみ薬局 今治市近見２丁目１
－６１

今治市北日吉町１丁
目１４－７

平成２０年
１０月１日

愛 媛 県 報平成２０年１０月１４日 第２００７号
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� 大規模小売店舗の名称及び所在地

セブンスター東長戸店

松山市東長戸四丁目６８８－１外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社一六本舗

松山市東石井二丁目２２番１３号

代表取締役 玉置 泰

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社セブンスター

松山市東石井一丁目７番１３号

代表取締役 玉置 泰

株式会社一六本舗

松山市東石井二丁目２２番１３号

代表取締役 玉置 泰

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２１年６月１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，７５８平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

８８台

イ 駐輪場の収容台数

９８台

ウ 荷さばき施設の面積

１６３平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

３３．０立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時４５分から午後１０時１５分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後８時まで

２ 届出年月日

平成２０年９月２９日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１４８２号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２０年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町久万１０７４の２、１１２０の２、１５５３の６

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

久万１０７４の２・１１２０の２（以上２筆について次の図に示

す部分に限る。）、１５５３の６

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町下畑野川乙３６７の１、乙３６７の３、乙３

６７の５、乙３６８の２、乙３６８の４、乙３６８の６から乙３６８の１２

まで、乙３８１の２、乙３８１の３、乙３８６の３、乙３８６の４、乙

３８８の１、乙３９０の６、乙４００の１、乙４００の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

下畑野川乙３６７の１・乙３８８の１（以上２筆について次

の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町渋草３１の１、３２の１、３２の２、３８の１、

３８の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

愛 媛 県 報平成２０年１０月１４日 第２００７号
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� 次の森林については、主伐は、択伐による。

渋草３２の１・３２の２・３８の１（以上３筆について次の図

に示す部分に限る。）、３８の２

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町大成４６９、４７０、４８３、４８４、４８６、４

９０、４９１の１、５０３の１、５０４の１、５０５の１、５０６から５０９

まで

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

大成４８３・４８４・４９１の１（以上３筆について次の図に

示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採とすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町柳井川字川下５５５７、５５６０から５５６４まで、

５５６６、５５８３、５５８４、５５８８、５６１５から５６２２まで、５６３４から５６３８ま

で、５６４５、５７９４、５７９５

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字川下５５５７・５５６０・５７９５（以上３筆について次の図に示

す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

６� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町七鳥１１０９の１、１１１０の１

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２０年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

今治市朝倉上甲２８９の１から甲２８９の３まで、甲２９０、甲１７

１６、甲１７１８、甲１７１９の１、甲１７２０、甲１７２２から甲１７２４まで、甲

１７２６、甲１７２７の１、甲１７２７の２、甲１７３０、甲１７３１の１から甲１７

３１の３まで、甲１７８６、甲１７８７、甲１７８９、甲１７９０の１、甲１７９０の

２、甲１７９１、甲３１０８、乙１８６の１、乙１８６の２、乙１８８の１、

乙１８９、乙１９０、乙１９３の１、乙１９３の２、乙１９５、乙１９５の

２、乙１９８、乙２０２、乙２０４の１、乙２０６、乙２６６の１５、乙２

６６の１６、乙６７５の４、乙６７５の７、乙６７７、乙６７８、乙６７９の

１、乙６７９の２、乙６８０、乙６８１の１から乙６８１の６まで、乙

６８１の８から乙６８１の１８まで、乙６８２、古谷甲６７８の１、甲７

０１、甲８７５の１、甲８７６、乙５３の１、乙５４の１、乙５６、乙５７の

１、乙５９の７、乙５９の１００から乙５９の１０２まで、乙７１、乙１４３

の４、乙１４３の１２、乙１４３の３６

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

南宇和郡愛南町御荘長月２１６０、２１６１、２１７３、２２０８、２２０９

� 指定の目的

干害の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

愛 媛 県 報平成２０年１０月１４日 第２００７号
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（「次のとおり」は、省略し、関係書類を愛媛県庁並びに今治市

役所及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条及び愛媛県都市計画

公聴会規則（昭和４５年愛媛県規則第１号）第２条の規定により、次

のとおり公聴会を開催する。

平成２０年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 日時 平成２０年１０月２８日（火）午後２時から

２ 場所 東温市田窪３００番地２

東温市農村環境改善センター ２階大会議室

３ 公聴会の案件及びその概要

� 案件

松山広域都市計画区域の区域区分の変更案について

� 案件の概要

都市計画法第２１条第１項の規定に基づき、次の区域内に存す

る市街化調整区域を市街化区域に変更する。

東温市大字 志津川の一部

４ 公述の申出等

� 公述の申出

公聴会に出席して意見を述べようとする者（当該都市計画区

域内市町の住民及び利害関係者に限る。）は、意見の要旨及び

その理由並びに住所氏名を記載した書面を知事に提出すること。

なお、申出の期限までに公述の申出がない場合は、開催を中

止する。

� 申出の期限

平成２０年１０月２３日（木）まで

� 問い合わせ先

〒７９０－８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局都市計画課

（電話 ０８９－９１２－２７３８）
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建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定した。

平成２０年１０月１４日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 指定年月日及び番号

平成２０年１０月１日 ２０東四土（道）第２号

２ 道路の位置

四国中央市具定町字倉之内４１０番１の一部及び４１０番３の一部

幅員 ５．００メートル

延長 ３１．７９メートル

３ 申請人の住所及び氏名

四国中央市妻鳥町１２０９番地１

篠原不動産 篠原 和子

４ 図面省略
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宇和島市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改

良事業（かんがい排水）・迫目地区）の施行は、適当と認められる

ので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項にお

いて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

平成２０年１０月１４日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

迫目地区）計画書の写し

� 宇和島市営土地改良事業の経費の賦課徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年１０月１５日から１１月１２日まで

３ 縦覧場所

宇和島市役所三間支所

平成２０年１０月１４日 発行
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